
子どもの通学・通園時は交通事故の危険がいっぱいです。

この共済は、県内15市が共同で行っている事業です。

会員になった児童・生徒・園児が交通事故にあったときに災

害の程度に応じて見舞金が支給されます。（会員本人に対する見舞金

であり、事故の相手の損害を補償する損害賠償保険ではありません。）

自動車事故はもちろん、自転車で転倒してけがをした場合も

実通院２日から見舞金が支給されます。（道路上を運行中の事故に限

ります。）

にお住まいの に生まれた方は
市で会費を負担し、加入手続きをしています。

令和７年度

こども用 に加入しています

令和７年４月１日から

令和８年３月31日まで

中学生以下のお子さんの会費は

が負担します


